
参議院の国会議員政策担当秘書の口述審査合格状況等の推移表 ５９期弁護士　山中理司（大弁）

＊２　議員秘書等の場合，政策担当秘書研修（実施規程２４条ないし２７条）を受けて研修終了者（実施規程１９条４号）としての資格で口述審査を受ける。
　　　 そのため，参議院の場合，研修修了証書を交付されてから選考採用審査認定の申請をすることとなる。
＊３　口述審査の審査対象者全員が合格していない年度については，灰色表記とした。ただし，不合格者数及び審査辞退者数の内訳は不明である。
＊４　①試験は国家試験合格者のことであり，②博士は博士号取得者のことであり，③著書は著書等認定者のことであり，④研修は研修終了者のことである。
＊５　口述審査に合格すると選考採用審査認定者（実施規程２３条１項）となり，合格年度の国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に記載される（実施規程２８条２項）。
＊６　臨時認定の審査対象者数は不明であるものの，合格者数がそれぞれ１人であることにかんがみ，審査対象者数もそれぞれ１人であるとした。
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1 H5.9.13 月 5 5 4 4 58 58
2 H5.9.17 金 150 150
3 H6.6.9 木 13 13
4 H6.9.9 金 2 2 2 2 43 43
5 H7.9.14 木 2 2 1 1 17 17
6 H7.10.6 金 32 32
7 H8.7.22 月 1 1 1 1 12 12
8 H8.9.2 月 17 17
9 H9.7.16 水 H9.9.9 火 0 0 2 2 11 11

10 H9.9.1 月 17 17
11 H10.9.18 金 H10.10.8 木 2 2 0 0 15 15
12 H10.9.30 水 26 26
13 H11.7.16 金 H11.9.7 火 1 1 1 1 3 2
14 H11.8.30 月 14 14
15 H12.7.14 金 H12.9.5 火 2 2 0 0 4 3
16 H12.8.28 月 18 18
17 H13.9.21 金 H13.10.11 木 8 8 0 0 9 9
18 H13.10.3 水 26 26
19 H14.7.12 金 H14.9.10 火 6 6 1 1 6 6
20 H14.8.30 金 25 25
21 H15.7.11 金 H15.9.9 火 3 3 2 2 8 7
22 H15.8.29 金 19 19
23 H16.8.17 火 H16.10.6 水 1 1 2 2 13 13
24 H16.9.30 木 24 24
25 臨時 （不明） （不明） 1 1 1 1
26 H17.9.16 金 H17.10.14 金 2 2 3 3 8 8
27 H17.10.12 水 17 17
28 臨時 （不明） （不明） 2 2 0 1 1 1 1
29 H18.9.22 金 H18.10.13 金 2 2 3 3 7 7
30 H18.10.6 金 14 14
31 H19.8.1 水 H19.10.12 金 4 4 2 2 14 14
32 H19.10.2 火 24 24
33 臨時 （不明） （不明） 1 1 0 1 1
34 臨時 （不明） （不明） 1 1 0 1 1
35 H20.8.22 金 H20.10.17 金 2 1 0 0 8 8
36 H20.10.3 金 16 16
37 H21.8.14 金 H21.10.16 金 5 4 2 1 5 5
38 H21.10.2 金 23 23
39 H22.9.17 金 H22.10.15 金 7 6 3 3 9 8
40 H22.10.1 金 29 29
41 H23.8.12 金 H23.10.14 金 3 3 1 1 6 6
42 H23.9.30 金 19 19
43 H24.8.10 金 H24.10.12 金 3 3 0 0 2 2
44 H24.9.28 金 24 24
45 H25.9.20 金 H25.10.11 金 7 7 3 3 3 3
46 H25.9.30 月 34 34
47 H26.8.8 金 H26.10.10 金 2 2 1 1 6 6
48 H26.9.30 火 15 15
49 H27.8.14 金 H27.10.9 金 0 0 1 1 5 5
50 H27.9.29 火 13 13
51 臨時 （不明） （不明） 1 1 0 1 1
52 H28.9.16 金 H28.10.7 金 2 2 0 5 5
53 H28.9.26 月 23 23
54 臨時 （不明） （不明） 1 1 0 1 1

1023 1015 8 77 74 37 36 247 243 662 662

　

＊１　衆議院の場合は口述審査員２名，参議院の場合は口述審査員３名により実施される口述審査は，国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程（平成５年４月２８日両院議長協議決定）
（以下「実施規程」という。）１８条に基づいて実施されている。
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号

年度
臨時
認定

参議院議員
通常選挙

受付
締切日

口述審査の日程 ①ないし④の合計 ①試験 ②博士 ③著書 ④研修

５年度 H5.10.20 水 H5.10.21 木 217 217 0

0

６年度 H6.9.20 火 H6.9.21 水 60

H8.9.10 火 31 31

60 0

７年度 H7.7.23 日 H7.10.16 月 52 52

0

９年度 30 30 0

８年度

１０年度 H10.7.12 日 43 43 0

１１年度 19 18 1

１２年度 24 23 1

１３年度 H13.7.29 日 43 43 0

１４年度 38 38 0

１５年度 32 31 1

１６年度
H16.7.11 日 40 40 0

１７年度
30 30 0

１８年度 26 26 0

１９年度
H19.7.29 日 44 44 0

２０年度
26 25 1

２１年度 35 33 2

２２年度 H22.7.11 日 48 46 2

２３年度 29 29 0

２４年度 29 29 0

２５年度 H25.7.21 日 47 47 0

２６年度 24 24 0

0

２７年度
19 19 0

合計

２８年度
30 30


